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中央公民館では、令和７年度に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集します。
原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。

●テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が次の①から③に該当
するものは除きます。

　①　特定の政党や宗教の宣伝を目的とするもの
　②　特定の企業や団体の宣伝または営利を目的とするもの
　③　①、②以外で美浦村教育委員会が不適当と認めるもの
●期間　令和７年６月～令和８年３月末日まで
●会場　美浦村中央公民館、木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設（各部屋）
●募集締切　１０月２２日（火）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募後に内容等を協議検討のうえ、開設講座を選定し、１２月中旬にご連絡いたします。

■申込・問合せ　福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０（内）１３５

（広告欄）（広告欄）（広告欄）

年金生活者支援給付金制度
■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方に年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方に年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

▼老齢基礎年金を受給している方▼老齢基礎年金を受給している方▼老齢基礎年金を受給している方

・６５歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税である
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が
約８８万円以下である

▼障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方▼障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方▼障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が約４７２万円以下である
以下の要件を満たしている必要があります。

対象となる方対象となる方

請求手続き請求手続き

▼新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方▼新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方▼新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より９月上旬頃から、請求ができる旨のお知らせが
送付されますので、同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に必要事項を記入してポストに投
函してください。令和７年１月６日までに請求手続きが完了すると、令和６年１０月分からさかのぼ
って受け取ることができます。ただし、お受け取りには審査があります。日本年金機構から封筒が
届いた方も、年金生活者支援給付金が支給されない場合がありますので、ご留意ください。

▼年金を受給しはじめる方▼年金を受給しはじめる方▼年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場国保年金課で請求手続きをしてください。
※すでに年金生活者支援給付金を受給中で、引き続き支給要件に該当する方は、手続きは不要です。

ＱＲコードＱＲコード

年金給付金年金給付金 検索

年金生活者支援給付金のご請求でお困りの時は、お電話ください。

☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）☎０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）給付金専用ダイヤル

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を
お聞きすることや、手数料等の金銭を求める
ことはありません。

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を
お聞きすることや、手数料等の金銭を求める
ことはありません。

日本年金機構や厚生労働省を装った
不審な電話や案内にご注意ください！
日本年金機構や厚生労働省を装った

不審な電話や案内にご注意ください！


